
 

 

○ 便利な電子申請の使い方 ○ 
 

ここでは、来庁（窓口での手続き）が不要な「給与所得者異動届出」の手続きを例に、電子申請

の使い方をご紹介します。 

 

 

    電 子 申 請 Ｑ＆Ａ 

 

 

Q１ 給与所得者異動届出とは？ 

 

A１ 市町村県民税（住民税）が特別徴収（給与天引き）だった納税義務者（従業員）に、退職

等で徴収方法の異動があった際に、特別徴収義務者（事業主）から提出していただくものです。 

 

 

Q２ なぜ電子申請がいいの？ 

 

A２ 「特別徴収に係る給与所得者異動届出」と「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」

は書面による届出も可能ですが、窓口で手続きをしないといけないため、持参または郵送し

ていただく必要があります。 

   しかし、この２つの届出に関しては、この電子申請を利用して手続きを行えば、市役所の

窓口まで足を運んでいただく必要がありません！！ 

    

Q3 他にはどんな手続きがあるの？ 

 

A３ この他にも電子申請が可能な手続きはありますのでぜひ利用してみてください。ただし、

手続きによっては電子署名（暗号技術を利用して電子文書等の改ざんやなりすましを防止す

る技術のひとつです）が必要だったり、来庁が必要な手続きがありますので事前にこちらで

（http://www.e-kanoya.net/news/temp/060331003.html）ご確認ください。 

 

 

 

● 事前準備（ユーザ登録） ● 

※初回ご利用前に必要となる手順です。2回目以降ご利用の際は不要です。 

 

１ 鹿児島e（いー）申請（http://www.kagoshima-e-shinsei.jp/）を開きます。  

「ユーザ情報登録・変更」からユーザ情報仮登録（法人）の仮登録をします。 

 

２  画面の説明に従って必要事項を記入し、仮登録すると登録した電子メールアドレスへ 

メールが届きますので、引き続き本登録を行います。 

 

３  登録したユーザＩＤとパスワードを確認してください。 

※ パスワードは定期的に変更されることをお勧めいたします。 

 



 

 

● 申請方法 ● 

 

１． 鹿児島 e（いー）申請（http://www.kagoshima-e-shinsei.jp/）を開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 「申請はこちら」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




